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地域密着型特別養護老人ホーム竹光園重要事項説明書 

                                令和 8 年 1 月 1 日現在 

 

  ご利用者に対する地域密着型介護老人福祉施設サービス提供開始にあたり、当事業者

がご利用者に説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１．当施設が提供するサービスについての相談窓口 

  電話   ０２４４－２６－３０５６ 

  FAX   ０２４４－２６－３２１９ 

日時   月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時３０分 

     （土、日、祝日、１２月３０日～１月３日は休日となります。） 

  担当   生活相談員     

 

２．法人の概要 

 

法 人 の 名 称 社会福祉法人 竹水会 

所  在  地 福島県南相馬市原町区長野字南原５２番 

代 表 者 理事長 門馬 広毅 

電話番号   ０２４４－２６－３０５６ 

F A X 番 号 ０２４４－２６－３２１９ 

   定款の目的に定めた事業 

①  地域密着型特別養護老人ホーム（竹光園）の設置経営 

     

   施設・拠点等 

    地域密着型介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム竹光園）１ヶ所（２９床） 

 

３．地域密着型特別養護老人ホーム竹光園の概要 

 

施 設 の 名 称        特別養護老人ホーム竹水園 

所  在   地 福島県南相馬市原町区長野字南原５２番 

管理者名 菅野 拓 

事業者番号 ０７７１２００２２７ 

電話番号   ０２４４－２６－３０５６ 

F A X 番 号 ０２４４－２６－３２１９ 
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４．事業の目的及び運営の方針 

 

＜事業の目的＞ 

   介護保険法令の趣旨に従い地域密着型指定介護老人福祉施設サービスの適正な運営

を確保するために、管理運営に関する事項を定め、要介護状態にあるご利用者に対し、

適切なサービスを提供することを目的とします。 

 

＜運営の方針＞ 

   施設サービス計画に基づき、その居室における生活への復帰を念頭において各ユニ

ットにおいてご利用者が相互に社会的関係を築けるよう入浴・排泄・食事等の介護、

相談及び援助・社会生活上の便宜の供与、そのことによりご利用者がその有する能力

に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう努めます。 

   ご利用者の心身の状況、居住環境、家族や地域との関わりを充分考慮し、常にご利

用者の立場に立ったサービスを提供するように努めます。 

 

５．職員体制及び職務内容 

 

 職     種 常   勤 非  常  勤  職    務    内    容 

 管理者（施設長） 

※他事業所兼務 
１名  職員の管理及び業務の管理を行います。 

 生 活 相 談 員 

※他事業所兼務 
１名  

ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適

宜生活支援を行います。 

 介護支援専門員 

※他事業所兼務 
    １名  

ご利用者にかかる施設サービス計画（ケ

アプラン)を作成します。 

 栄   養   士 

※他事業所兼務 
１名  

ご利用者の食事提供について献立の作

成、栄養計算等を担当します。 

 医     師 

 （嘱託医） 
 ２名 

ご利用者に対して健康管理及び療養上の

指導を行います。 

 看 護 職 員 

( 機 能 訓 練 指 導 員     

兼務１名)  

※他事業所兼務 

１名以上  

主に、ご利用者の健康管理や療養上の世

話を行いますが、日常生活上の介護、介

助等も行います。 

 介 護 職 員 １０名以上   
ご利用者の日常生活上の介護並びに健康

保持のための相談・助言等を行います。 

機能訓練指導       員 

(看護職員と兼務) 
   １名 

 

 

ご利用者の状況に合わせて、日常生活の

自立支援を目指した機能訓練をします。 

 

＊毎日、２ユニットごとに１人の夜勤職員（介護職員）を配置します。 
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６．勤務態勢 

 

職  種 勤 務 時 間 休  み 

管理者 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

栄養士 ８：３０～１７：３０ ４週８休 

医師（嘱託医） 毎月 1 回以上 １３：００～１５：００  

看護職員 

（機能訓練指導

員兼務） 

早番     ７：３０～１６：３０ 

日勤     ８：３０～１７：３０ 

遅番     ９：００～１８：００ 

 

４週８休 

介護職員 早番     ７：００～１６：００ 

中番    １０：００～１９：００ 

遅番    １２：００～２１：００ 

夜勤    ２１：００～ ７：００ 

毎月１０休 

（２月は９休） 

機能訓練指導員

（ 看 護 職員 兼

務） 

看護職員と同じ ４週８休 

 

７．施設の概要 

 

定   員 ２９名（ユニットは 2 ユニット。それぞれの定員は 15 名、14 名です） 

居   室 全て１人部屋（11.6 ㎡・29 名） 

浴   室 １ユニットごとに個人浴槽、他に特殊浴槽があります 

医 務 室 １室 

共同生活室 
ユニット毎にあり、ご利用者の食堂及び交流スペースとしてご利用い

ただきます。 

ト イ レ 各ユニット内に３ヶ所設置してあります。（車いす対応） 

 

８．サービス内容 

  １ 食事       栄養士によって計算された食事を、ご利用者の嚥下、咀嚼の

力などの身体の状況、生活週間及び嗜好を考慮し、適時適温

にて食事を提供いたします。 

なお、食事はご利用者の自立支援のため、原則として共同生

活室にて召し上がっていただきます。 

             朝食   ７：３０～ 

             昼食  １２：００～ 

             夕食  １７：４５～ 

  ２ 入浴       個人浴槽、特殊浴槽により、個別に合った入浴ができます。

入浴日は、週２日以上の入浴の機会を設けています。ただし、

状態に応じ、特別浴及び清拭となる場合があります。 
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  ３ 介護       個別サービス計画に沿って快適なご利用ができるように努め

ます。 

  ４ 排泄介助     ご利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄の 

             自立について必要な支援を行います。 

  ５ 機能訓練     兼任の機能訓練指導員が訓練にあたります。 

  ６ 生活相談     ご利用者の生活等について担当職員が相談に応じます。 

  ７ 健康管理     嘱託医の指示のもと看護職員が健康管理にあたります。 

             また年 1 回の定期健康診断を実施、さらに定期的に医師によ  

             る診察をいたします。 

  ８ 療養食の提供   病状により医師の処方箋に基づき療養食を提供いたします。 

  ９ 理容サービス   月１回、ご希望者につき理容サービスが利用できます。 

             料金は実費を負担していただきます。 

 １０ レクリエーション 様々なレクリエーションに参加できます。また、材料費がか

かる物については実費を負担していただきます。 

 １１ 行政手続き代行  行政手続きの代行をいたします。ただし、手続きに関わる経

費、及び遠距離の場合は別途費用がかかります。 

 

 

９．利用料金 

（１）介護保険法が定める法定料 

    負担割合証により１割負担、２割負担又は３割負担となります。 

別紙（１）参照 

 

（２）個別加算について（該当者に適用） 

 １．外泊時費用                                            

利用期間中に入院又は外泊した場合は、上記料金に代えて１日あたり、 

   ２４６円をいただきます。（ただし、１月に６日が限度です。） 

     ２．初期加算                          

入所日から３０日以内、又は３０日を超える入院からの退院後３０日に限り、  

       １日あたり３０円をいただきます。 

     ３．療養食加算                            

       病状により、医師の食事せんに基づき療養食を提供した場合、１食につき 

       ６円をいただきます。 

     ４．若年性認知症入所者受入加算 

       若年性認知症入所者を受け入れ、指定介護福祉施設サービスを行った場合、 

       １日につき１２０円をいただきます。 

       ただし、入所者ごとに個別の担当者を定めることとします。  

 

（３）所定料金（介護保険法で基本サービスとは別に利用者が自己負担することとされ、
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事業所ごとにご利用者との契約に基づくものとされているものです。） 

     １．食事代    １日あたり 1.445 円 

        食事代については、所得に応じた下記減免措置があります。 

     ２．居住費    １日あたり 2.066 円 

        居住費については、所得に応じた下記減免措置があります。 

        ただし、入院または外泊した場合も算定いたします。 

 

段階 対象者 居住費 食費 

 

第１段階 

 

生活保護受給者 

住民税世帯非課税 

老齢福祉年金受給者 

 

   ８８０ 

 

   ３００ 

 

第２段階 

 

住民税世帯非課税 

合計所得と年金収入の合計が８０万円

以下 

 

   ８８０ 

 

   ３９０ 

 

第３段階① 

 

住民税世帯非課税 

合計所得と年金収入等の合計が８０万

円超１２０万円以下 

 

  １３７０ 

 

   ６５０ 

 

第３段階② 

住民税世帯非課税 

合計所得と年金収入等の合計が１２０

万円超 

 

１３７０ 

  

１３６０ 

第４段階 非該当   ２０６６   １４４５ 

   上記金額は、「介護保険負担限度額認定証」に明記されます。 

＊ 保険料の滞納等により保険給付金が直接、当事業所に支払われない場合には、厚生

労働省が別途定める金額を頂きます。後日、必要な手続きにより償還払い（払い戻

し）を受けることができます。 

 

  （４）その他の料金 

     理美容代        実費負担 

日用品費 

      ・個人用テレビ持込の場合、 電気料として１日あたり１５円をいただきます。 

       ・個人用冷蔵庫持込の場合、 電気料として１日あたり５０円をいただきます。  

 

＊ 上記の他レクリエーション費用等は自己負担になるものもあります。 

  ＊ 基本料金の減免措置  基本料金の減免措置がありますので、それぞれの区市 

町村に御相談下さい。 

  ＊ 高額介護サービス費  １割の負担が高くなる場合は、高額介護サービス費の支 

給が受けられますので、それぞれの区市町村に御相談 

下さい。 

 

 

 （５）支払い方法 
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    利用料金は、１ヵ月ごとに計算し、利用者は翌月２７日までに事業者が指定する

方法でお支払いいただきます。 （別紙２ 参照） 

 

１０．施設利用に当たっての留意事項 

  （１）面会 

     外来者との面会は自由にできますが、必ず事務室に声を掛けて下さい。 

     ただし、９：００～１７：３０までにお願いします。 

  （２）外出・外泊 

     あらかじめ外出・外泊の届け出用紙に記入して、ご家族対応でお願いします。  

     送迎が必要なときはご相談下さい。 

  （３）飲酒・喫煙 

     施設内での飲酒・喫煙は、病状等への影響や他の方に迷惑を及ばさない範囲内

で可能です。なお、事業所の指定する場所以外では飲酒、喫煙はできません。 

  （４）所持品の持ち込み 

     居室のスペースが限られていますので入所時にご相談下さい。 

  （５）金銭・貴重品管理 

     原則として自己管理をして頂きますが、できない場合は入所時にご相談下さい。 

  （６）入院中の対応 

     医療機関に入院中は、洗濯物及び必要物品の補充はご家族対応でお願いします。  

  （７）政治・宗教活動等 

     法に定められた政治・宗教の自由の範囲内で可能ですが、他の方への迷惑をか

けないことが原則です。 

  （８）ペット 

     持ち込みは禁止となります。 

 

１１．緊急時の対応方法 

  ご利用者に容体の変化があった場合は、当施設の嘱託医等に連絡し必要な処置を講ず

るほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

１２．協力医療機関 

 

病   院   名 大町病院 

ご利用者の診療（緊急時・入院・外来等）に対応します。 

病 院 所 在 地 南相馬市南相馬市原町区大町 3 丁目 97 

連   絡   先 ０２４４－２４－２３３３ 

 

医    院    名 たなべクリニック 

毎月、ご利用者の健康管理業務を行います。 

医 院 所 在 地 南相馬市原町区南町３－９０ 

連    絡    先 ０２４４－２５－４３５３ 
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医    院    名 
わたなべ歯科クリニック 

ご利用者の歯科診療（外来）にあたります。 

医 院 所 在 地 相馬市中村新町 17 

連    絡    先 ０２４４－３６－２３４５ 

 

＊ただし、協力医療機関において優先的に診療を受けられるものではありません。 

   また協力医療機関での受診を強制するものでもありません。 

 

１３．身体拘束の制限 

   従業者は、地域密着型指定介護老人福祉施設サービスの提供にあたっては、ご利用者の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の

行動を制限する行為を行いません。 

  なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、ご本人及びご家族等の同意を得て、 

その様態及び時間、その際のご利用者の心身の状況、理由を記録します。 

 

１４．非常災害対策 

   ・災害時の対応  非常災害対策マニュアルに沿って速やかに対応いたします。 

   ・防災設備    スプリンクラー、屋内消火栓、消火器、自動通報装置を完備し 

            ております。 

   ・防災訓練    月 1 回、消防法規に定められた訓練を実施します。 

   ・防火責任者   管理者（施設長） 

 

１５．個人情報の保護 

  事業所は、ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が 策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

ン」を遵守し適切な取扱いに努めます。 

 ２ 事業所が得たご利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目

的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じてご利用者

又はその代理人の了解を得るものとします。 

 

１６．衛生管理等 

事業所は、ご利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正

に行います。 

２ 事業所は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる

よう努めます。 

   ① 施設内における感染症予防体制推進のために、感染症対策委員会を設置します。 

   ② 感染症対策のための指針、マニュアルを整備します。 

   ③ 感染症対策委員会を定期的に開催します。（月１回） 

   ④ 職員への研修と記録を徹底します。 



 8 

 

１７．事故発生時の対応方法 

提供した指定介護福祉施設サービスにおいて事故が発生した場合には、市町村、居宅介 

護支援事業所及び利用者の家族又は身元引受人等に速やかに連絡を行うとともに、必要 

な措置を講じます。 

２ サービス提供により発生した事故の状況や講じた措置については正確に記録し保管し 

ます。 

３ サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行いま

す。 

４ 事故発生防止のため又は再発防止のため、次に定める措置を講じます。 

① 事故発生防止対策委員会を設置します。 

② 事故発生防止のための指針、マニュアルを整備します。 

③ 事故発生防止対策委員会を定期的に開催します。（月１回） 

④ 職員への研修と記録を徹底します。 

 

１８.虐待防止に関する事項 

   事業所は、入居者様の人権の擁護、虐待の発生又は再発を防止するため次の措置を  

   講ずるものとします。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会(身体拘束廃止・虐待防止委員会)を定期的 

(3ヵ月 1回)に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待を防止するための定期的な研修と記録を徹底します。 

 

   施設はサービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(入居者の家族等高齢者を現に 

   養護する者)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに、こ 

   れを市町村に通報するものとします。 

 

１９．サービス内容に関する相談・苦情 

   ① 当施設のご利用に関する相談・苦情担当窓口 

     解決責任者 管理者（施設長）      

     受付担当者 生活相談員    

     ＴＥＬ ０２４４－２６－３０５６ 

     FAX  ０２４４－２６－３２１９ 

日時  月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時３０分 

       （土、日、祝日、１２月３０日～１月３日は休日となります。） 
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② 第三者委員会の設置 

当法人では、苦情解決の公正性を確保するため、第三者委員会を設置しています。 

第三者委員の氏名・連絡先等の個人情報については、個人情報保護の観点からホーム

ページ上では公開しておりません。 

ご相談・苦情等がある場合は、法人の苦情受付窓口にて受け付け、必要に応じて第三

者委員へ取り次ぎます。   

 

＊具体的な対応方法については「苦情処理規程」に基づきます。 

  

  ③ その他 

   当施設以外に、行政機関等の相談・苦情窓口でも受け付けています。 

   南相馬市介護保険係    ０２４４－２４－５３３４ 

   国民健康保健団体連合会  ０２４－５２８－００４０ 

   福島県運営適正委員会   ０２４－５２３－２９４３ 

 

２０.  福祉サービス第三者評価の実施状況について 

  

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価機関の開示状況  

 

２１．その他運営についての留意事項 

① 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、   

業務体制を整備します。 

   ・採用時研修    その都度 

   ・継続研修      年２回程度 

② 従業者は業務上知り得たご利用者又はその家族の秘密を保持します。 

③ 従業者であった者に、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持させる

ため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と

の雇用契約の内容に含みます。また、研修（実習生）等の受入時にも守秘義務に関

し説明し誓約書等の提出の措置を講じます。 

④ この規程に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は別に定めるものとします。 
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 地域密着型特別養護老人ホーム竹光園入所にあたり、ご利用者に対して契約書および本

書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

  令和  年  月  日 

 

        事業者 所在地 福島県南相馬市原町区長野字南原５２番 

            名 称 地域密着型特別養護老人ホーム 竹光園 

                施設長 菅野 拓 

 

           説明者              印 

 

  私は、契約書および本書面により、事業者から地域密着型特別養護老人ホーム竹光園

入所について重要事項の説明を受けました。 

 

 

令和  年  月  日 

                （利用者） 

                 住所                    

 

                 氏名                  印 

 

令和  年  月  日 

                （代理人） 

                 住所                    

 

                 氏名                  印 

 

 


